
店頭 CFD 取引（トラリピ CFD）説明書 
 

 店頭 CFD取引（トラリピ CFD）をされるに当たっては、本取引説明書、「店頭 CFD取引に関する約

款」の内容を十分に読んでご理解ください。 

 店頭 CFD 取引（トラリピ CFD）は、株価指数先物の価格を参照原資産として（以下「参照原資産」

といいます。）、新規取引時点と決済取引時点の取引価格との差に基づいて算出された金銭を授受

する取引です。原資産である株価指数の価格の変動等により多額の利益が得られることもある反

面、多額の損失を被る危険を伴う取引です。  

したがって、取引を開始する場合または継続して行う場合には、本説明書のみでなく、取引の仕組

みやリスクについて十分に研究し、自己の資力、取引経験および取引目的等に照らして適切である

と判断する場合にのみ、自己の責任において行うことが肝要です。 

 本説明書は、金融商品取引業者が金融商品取引法第 37 条の３の規定に基づきお客様に交付す

る書面で、同法第２条第 22項に規定する店頭デリバティブ取引である店頭 CFD取引（トラリピ CFD）

について説明します。 
 
店頭 CFD 取引（トラリピ CFD）のリスク等重要事項について 

店頭 CFD 取引（トラリピ CFD）は、原資産である株価指数の価格の変動により損失が生ずるこ

とがあります。また、取引金額がその取引についてお客様が預託する証拠金の額に比して大きい

ため、その損失の額が証拠金の額を上回ることがあります。 

店頭 CFD 取引（トラリピ CFD）は当社とお客様との相対取引であり、当社が表示する売付けと

買付けの価格に差があります。 

相場状況の急変により、買値と売値のスプレッド幅が広くなったり、価格提示を停止することが

あります。その結果、意図した取引が行えない可能性があります。 

インターネットによる取引においては、当社取引システムまたは当社およびお客様を結ぶ通信

回線等が正常に作動しないことにより、注文の発注、執行、確認、取消し等が行えない可能性が

あります。 

店頭 CFD 取引（トラリピ CFD）の取引手数料は無料です。 

お客様が注文執行後に当該注文に係る契約を解除すること（クーリングオフ）はできません。 

店頭 CFD 取引（トラリピ CFD）は当社とお客様との相対取引であり、当社はお客様との取引か

ら生じ得るリスクの減少を目的として、以下のいずれかの金融機関（以下「カバー取引相手方」と

いいます。）とカバー取引を行います。したがって、当社またはカバー取引相手方の信用状況が

悪化した場合には、お客様が損失を被ることがあります。 

・26 Degrees Global Markets Pty Ltd【リクイディティプロパイダー：オーストラリア証券投資委員

会による監督】 

・Forex Capital Markets Limited【金融商品取引業：英金融行為機構および英健全性規制機構に

よる監督】 

当社ではお客様から預託を受けた証拠金およびお取引に関して発生する損益・評価損益等に

ついては、金融商品取引法に基づき、SBI クリアリング信託株式会社の顧客分別金信託口座に

て信託保全され、信託財産として当社の固有資産とは区分して管理されております。 



当社は、随時任意に特定銘柄、またはすべての店頭 CFD 取引について、取扱いの変更または

サービスの提供の終了を決定することがあります。取扱い・サービス提供を終了した場合、お客

様の保有建玉は、当社が決定する取扱い・サービス終了日に反対売買により決済いたします。 

顧客分別金信託に関しての注意事項 

１ 株式会社マネースクエア（以下「当社」といいます。）は、SBI クリアリング信託の顧客分別金信託を利用しています。

SBI クリアリング信託の顧客分別金信託は、金融商品取引法第 43 条の２第２項に基づく信託契約です。 

２ 当社は、お客様から預託を受けた証拠金に実現損益及び評価損益を加減算し、「個別顧客分別金額」を算定します。

また、当社は、全てのお客様の個別顧客分別金額を合計した金額（以下「顧客分別金必要額」といいます。）を毎日、

算定します。当社は、顧客分別金必要額が、同日付の顧客受益元本総額（以下「実保全額」といいます。）以上であ

った場合は、翌日から起算して二営業日以内の実保全額が同日付の顧客分別金必要額以上となるように、顧客分

別金信託口座に金銭を追加信託します。 

３ 当社の故意過失や株式市場の短時間での大幅な変動等によりカバー取引を適切に行うことができなかった場合や

当社のシステム障害等により顧客分別金必要額または実保全額の額が正しく算定できなかった場合等、顧客分別金

信託口座で分別管理された実保全額が顧客分別金必要額に不足する場合には、お客様の個別顧客分別金額の一

部が返還されないことがあります。 

４ お客様は、当社に支払停止、破産等の事由が生じた場合に、建玉の清算後、顧客分別信託口座で保管された金銭

について、当該お客様にかかる個別顧客分別金額に応じて、受益者代理人（乙）を通じて配分を受けることができま

す。この場合、お客様への個別顧客分別金額の交付は顧客分別信託口座で保管された金銭から諸費用を控除した

額が分配の限度となり、不足がある場合、当該お客様にかかる個別顧客分別金額により按分されます。  

５ SBI クリアリング信託は、証拠金等の全額の返還を保証するものではなく、また、委託者に代わって信託財産の支払

い義務を負うものではありません。従って、お客様は、SBI クリアリング信託に対して信託財産の支払い等を直接請

求することはできません。 

６ SBI クリアリング信託は、委託された証拠金等の管理のみを行い、顧客分別金必要額、個別顧客分別金額等の計算

は行いません。また、受益者代理人の選任監督義務を負いません。 

７ 当社はお客様に顧客分別信託で分別された金銭を配分するために、必要あるときは、お客様の個人情報を受益者

代理人（乙）および SBI クリアリング信託に提供することがあります。 

 

１．店頭 CFD 取引（トラリピ CFD）の仕組みについて 

トラリピ CFD は、金融商品取引法その他の関係法令および規則を遵守して行います。 

一 取引の内容 

トラリピ CFD の取引内容は次のとおりです。 

（１）取引銘柄 

当社でお取引いただける取引銘柄は、日本 N225、米国 D30、米国 NQ100、米国 SP500、英国 F100 です。 

（２）売買単位（Lot） 

売買単位は銘柄毎に異なります。1Lot あたりの取引数量はそれぞれの価格に対して、日本 N225 は１倍、米国

SP500 は 0.1 倍、米国 D30、米国 NQ100、英国 F100 は 0.01 倍です。 

（３）呼び値 



呼び値の最小値幅は、日本 N225 は１円、米国 SP500 は 0.1 ドル、米国 D30、米国 NQ100 は１ドル、英国 F100 は

１ポンドです。 

（４）提示レート 

①当社がお客様に提示するレートは、当社のカバー取引相手方から提供されるレートを基に、当社が算出したもの

となります。また、当社は売値と買値を同時に提示する２ＷＡＹプライスを採用しており、提示する値には売値と買

値の価格差（スプレッド）があります 

②スプレッドは銘柄により異なり、一般的に流動性の高い銘柄はスプレッドが狭く、逆に流動性の低い銘柄はスプレ

ッドが広くなります。また、年末年始や国内外の祝祭日等市場の流動性が低くなる場合や、相場の急激な変動時

においては、スプレッドが通常よりも広がる場合があります。 

③相場急変時には、取引レートを提示する金融機関が存在せず、当社がカバー取引相手方と取引できない状態と

なる場合があります。当社がカバー取引相手方から安定的なレートを確保できない場合、または、配信されたレー

トの信ぴょう性が疑わしい場合等、お客様に対する公正かつ安定的な取引環境の提供が困難であると当社が判

断した場合、お客様への価格提示を停止することがあります。かかる場合、お客様は当該銘柄に関する注文の入

力・修正・取消を行うことができなくなる恐れがあります。 

その後状況が改善し、価格提示停止の判断材料となった事象が解決し、お客様に対し公正かつ安定的な取引環

境を提供できる状況に復したと当社が判断した場合、お客様への価格提示を再開します。なお、その場合の再開

時の約定ルールは原則として週初の約定ルールを適用いたします。 

（５）決済方法 

トラリピ CFD の決済の方法は、転売または買戻しによる決済となります。 

（６）建玉の繰り越し 

転売または買戻しにより建玉が決済されない場合は、建玉を毎営業日自動的にロールオーバーして翌営業日に

繰り越します。 

（７）調整額 

トラリピ CFD では「金利調整額」と「権利調整額」が発生し、その合計額を「調整額」として表しております。調整額

はカバー先金融機関より提供された金額を基に当社が決定いたします。 

①金利調整額 

株価指数を原資産とする CFD 取引は、取引時間終了時点で建玉を保有していた場合、当社がカバー取引を行

う際に発生する金利および貸株料として、金利調整額（買建玉を保有している場合は支払い、売建玉を保有して

いる場合は受取り）が発生します。 

金利調整額は、政策金利のみならず、各国の経済情勢や市場金利情勢等の変化に伴って随時変動します。そ

のため、「受取り」から「支払い」に転じること、または買建玉と売建玉ともに「支払い」となることもあります。  

②権利調整額 

株価指数を原資産とする CFD 取引は、配当金・分配金の権利確定日の取引時間終了時点で建玉を保有して

いた場合、権利調整額（買建玉を保有している場合は受取り、売建玉を保有している場合は支払い）が発生しま

す。また、原資産のコーポレートアクションによっても権利調整額が発生する場合があります。  

（８）ロスカット取引 

お客様の損失が所定の水準に達した場合、お客様の建玉を強制的に決済します。詳しくは、「四ロスカットの取扱

い」をご参照ください。ただし、相場が急激に変動した場合には、ロスカットルールがあっても、証拠金の額を上回る



損失が生じることがあります。 

（９）差金の授受に用いる通貨 

お取引で発生する損益金の通貨単位は、日本円とします。 

（10）決済日 

転売または買戻しを行った場合の決済日は、原則として、当該転売または買戻しを行った営業日とします。  

（11）取引時間について 

①取引時間は下記となります。 

 米国夏時間 米国冬時間 

期間 3 月の第 2 日曜日～11 月の第 1 日曜日 11 月の第 1 日曜日～3 月の第 2 日曜日 

取引 

時間 

日本 N225 

月曜日～金曜日 午前 8:00～翌午前 5:30 月曜日～金曜日 午前 8:00～翌午前 6:30 
米国 D30 

米国 NQ100 

米国 SP500 

英国 F100 月曜日～金曜日 午前 10:00～翌午前 4:30 月曜日～金曜日 午前 10:00～翌午前 5:30 

 ※参照原資産に係る取引所の祝日等は取引休止や取引時間が短縮される場合があります。  

②当社取引システムの取引時間外には、ストリーミング注文、クイック決済、トラリピの一括決済を除く注文の入

力・修正・取消が可能です。 

※お取引の開始および成立は、月曜日の取引時間開始時からとなります。 

③当社取引システムのメンテナンス時間は下記となります。 

 米国夏時間 米国冬時間 

週初メンテナンス 月曜日午前 6:50～午前 7:20 

日次メンテナンス 火～土曜日午前 5:50～午前 6:20 火～土曜日午前 6:50～午前 7:20 

週次メンテナンス 土曜日午後 4:00～午後 10:00 

※週初および日次メンテナンス時間帯には、すべての注文の入力・変更・取消ができません。  

※週次メンテナンス時間帯においてはお取引画面にログインすることができません。（メンテナンス時間帯前に

ログインされている場合であっても、ログアウト状態となります。） 

（12）注文の執行方法について 

①ストリーミング注文 

ストリーミング注文は、お客様が発注時に取引画面に表示されている価格（以下「現在価格」といいます。）、取

引銘柄の別、取引の数量、注文の種類（売買の別）を指定する注文で、お客様の注文を当社システムで受け付

けた時点において、お客様向けに提示した価格（以下「基本価格」といいます。）を以って約定します。  

お客様がストリーミング注文を行う場合、現在価格と、実際の約定価格との間にスリッページが生じる場合が

あります。 

当該スリッページは、お客様端末と当社システムとの間の通信に要する時間の経過に伴い発生するもので、

お客様にとって有利な場合もあれば、不利な場合もあります。 

ストリーミング注文では、発注時にお客様がスリッページの許容値幅を注文画面上で設定することができます。

許容値幅を設定した場合、現在価格と基本価格との差異が当該設定値を超えたスリッページが発生する場合、

当該注文の受け付けは拒否されます。 

なお、当社は、当社システムがお客様の注文を受け付けた時点でお客様の注文を認識し、当該時点の基本価

格を以って約定処理を行うため、受け付けた時点から実際の約定までに要する時間の経過に伴うスリッページ

の発生はありません。 



※相場急変時は現在価格と基本価格の価格差が予想外に拡大する場合がありますので、ご注意ください。なお、

基本価格の変動が激しい場合には、許容値幅の設定の有無にかかわらず、注文が受け付けられない場合が

ありますので、あらかじめご了承ください。 

②指値注文 

指値注文は、お客様が注文価格を指定して発注する注文で、お客様の注文価格が基本価格よりも有利な価

格（買い指値注文の場合は基本価格のアスク価格未満の値段、売り指値注文の場合は基本価格のビッド価格

超の値段）として指定された場合のみ、有効な注文として受注されます。 売り指値注文は、基本価格のビッド価

格が注文価格以上となった時点で当該注文価格を以って約定し、買い指値注文は、基本価格のアスク価格が

注文価格以下となった時点で当該注文価格を以って約定します。 

③逆指値注文 

逆指値注文は、お客様が注文価格を指定して発注する注文で、受注時における基本価格に対して、不利な価

格（売り逆指値注文の場合は基本価格のビッド価格未満の値段、買い逆指値注文の場合は基本価格のアスク

価格超の値段）として指定された場合のみ、有効な注文として受注されます。 

・新規逆指値注文 

売り新規逆指値注文は、基本価格のビッド価格がお客様の指定する注文価格以下となった時点で当該基

本価格または注文価格を以って約定し、買い新規逆指値注文は、基本価格のアスク価格がお客様の指定した

注文価格以上となった時点で当該基本価格または注文価格を以って約定します。  

新規逆指値注文はスリッページが発生する場合があります。 

※ダイレクトカバーと対象注文について 

当社では、後述する決済逆指値注文、決済トレール、クイック決済注文、トラリピの一括決済をお客様から

受けた場合、注文が成立条件を満たした時点で流動性状況をシステム的に判断し、カバー取引相手方から当

該注文数量を引き受ける最良のカバーレートを選択してカバー取引を行います（以下「ダイレクトカバー」とい

います。）。 

ダイレクトカバーの対象となる注文においては、当社がカバー取引を行ったカバー取引相手方の提示レート

に当社のスプレッド調整分を上乗せした価格を以って約定する（当社提示レートと異なる価格で約定する）可能

性があります。 

・決済逆指値注文 

決済逆指値注文はダイレクトカバーの対象注文となります。 

売り決済逆指値注文は、基本価格のビッド価格が、注文価格以下の価格となった直後に執行され、お客様

の注文を当社システムで受け付けた時点での基本価格またはカバー取引相手方からの提示レートに当社の

スプレッド調整分を上乗せした価格を以って約定し、買い決済逆指値注文は、基本価格のアスク価格が、注文

価格以上の価格となった直後に執行され、お客様の注文を当社システムで受け付けた時点での基本価格また

はカバー取引相手方からの提示レートに当社のスプレッド調整分を上乗せした価格を以って約定します。  

決済逆指値注文はスリッページが発生する場合があり、当該スリッページはお客様にとって有利な場合もあ

れば、不利な場合もあります。そのため相場状況によっては、損失がお客様の意図した金額を上回る可能性

があります。 

また通常は執行後まもなく約定しますが、市場の流動性が著しく低い状況下においては約定に時間を要す

る場合があります。 



④決済トレール 

決済トレールはダイレクトカバーの対象注文となります。 

決済トレールは、決済注文として発注した注文価格を、基本価格の変動に応じて自動的に追従させる機能で、

売り決済トレールは、基本価格のビッド価格が、お客様が指定した注文価格より当該機能のルールとして定めら

れている値幅分以上に上回った価格となった時点で有効な決済注文として受注され、買い決済トレールは、基

本価格のアスク価格が、お客様が指定した注文価格より当該機能のルールで定められている値幅分以下に下

回った価格となった時点で有効な決済注文として受注されます。 

売り決済トレールは、基本価格のビッド価格が、注文価格以下の価格となった直後に執行され、お客様の注文

を当社システムで受け付けた時点での基本価格またはカバー取引相手方からの提示レートに当社のスプレッド

調整分を上乗せした価格を以って約定し、買い決済トレールは、基本価格のアスク価格が、注文価格以上の価

格となった直後に執行され、お客様の注文を当社システムで受け付けた時点での基本価格またはカバー取引相

手方からの提示レートに当社のスプレッド調整分を上乗せした価格を以って約定します。 

決済トレールはスリッページが発生する場合があり、当該スリッページはお客様にとって有利な場合もあれば、

不利な場合もあります。そのため相場状況によっては、損失がお客様の意図した金額を上回る可能性がありま

す。 

通常は執行後まもなく約定しますが、市場の流動性が著しく低い状況下においては約定に時間を要する場合

があります。また、決済トレールに紐づく、新たな新規注文は決済トレールが約定した後に発注されます。そのた

め決済トレールの約定に時間を要した場合、執行から約定までの時間に値動きがあった場合もその値動きは決

済トレール約定後の新規注文には反映されません。 

⑤クイック決済注文/トラリピの一括決済 

クイック決済注文/トラリピの一括決済はダイレクトカバーの対象注文となります。 

クイック決済注文/トラリピの一括決済は、お客様が選択したポジションを、注文価格を指定せずに決済する注

文方法で、お客様の注文を当社システムで受け付けた時点での基本価格またはカバー取引相手方からの提示

レートに当社のスプレッド調整分を上乗せした価格を以って約定します。 

お客様がクイック決済注文/トラリピの一括決済を行う場合、現在価格と実際の約定価格との間にスリッページ

が生じる場合があります。当該スリッページは、お客様端末と当社システムとの間の通信に要する時間の経過

に伴い発生するものです。当該スリッページはお客様にとって有利な場合もあれば、不利な場合もあります。そ

のため相場状況によっては、損失がお客様の意図した金額を上回る可能性があります。  

※対象ポジションに決済注文が設定されている場合、当該決済注文はクイック決済/トラリピの一括決済によ

り自動キャンセルとなります。 

※相場急変時は現在価格と基本価格の価格差が予想外に拡大する場合がありますので、ご注意ください。なお、

基本価格の変動が激しい場合には、クイック決済注文/トラリピの一括決済が受け付けられない場合がありま

すので、あらかじめご了承ください。 

※ストリーミング注文、指値注文、逆指値注文、決済トレール、クイック決済注文、トラリピの一括決済は、約定

条件を満たした段階で全数量約定するものとし、その執行がその他の注文の執行と同一のタイミングとなった

場合は、同時並行で執行処理を行います。 

（13）週初、日次メンテナンス明けのオープン（取引開始）時の約定ルールについて 

①週初の約定ルール 



週初のオープン時に有効となっている指値注文および新規逆指値注文は、週初オープン時点でその約定条件

を満たしている場合、売り・買いにかかわらず、週初オープン時の価格（オープンレート）で約定します。決済逆

指値注文、決済トレールは、週初オープン時点でその約定条件を満たしている場合、売り・買いにかかわらず、

週初オープン時にダイレクトカバーを行い、週初オープン時の価格（オープンレート）またはカバー取引相手方か

らの提示レートに当社のスプレッド調整分を上乗せした価格を以って約定します。したがって、指値注文、逆指値

注文（新規・決済）および決済トレールに関わらず当初指定した注文価格と異なる価格で注文が約定（スリッペー

ジが発生）する可能性があります。 

②日次メンテナンス明けの約定ルール 

日次メンテナンス明けのオープン時に有効となっている注文が日次メンテナンス明けのオープン時点でその約

定条件を満たしている場合、指値注文は注文価格で約定しますが、新規逆指値注文は、売り・買いにかかわら

ず、日次メンテナンス明けのオープン時の価格（オープンレート）で約定します。また決済逆指値注文、決済トレ

ールは、日次メンテナンス明けのオープン時点でその約定条件を満たしている場合、売り・買いにかかわらず、

日次メンテナンス明けのオープン時にダイレクトカバーを行い、日次メンテナンス明けのオープン時の価格（オー

プンレート）またはカバー取引相手方からの提示レートに当社のスプレッド調整分を上乗せした価格を以って約

定します。 

したがって、逆指値注文（新規・決済）および決済トレールは当初指定した注文価格と異なる価格で注文が約

定（スリッページが発生）する可能性があります。 

（14）約定訂正 

システム障害、もしくは人為的過誤により、お客様の注文が誤って約定された場合、ならびに、カバー取引先のレ

ート誤配信などにより実勢と乖離した価格が提示され、当該提示レートによりお客様の注文が誤って約定された場合

には、本来あるべき価格での約定に訂正させていただく、または約定の取消をさせていただく場合がございます。  

（15）取引制限 

当社の都合により、お客様の建玉の上限を設定、またはお取引を制限させていただく場合がございます。  

二 カバー取引 

（1）カバー取引の方法、執行基準 

当社は、お客様との店頭 CFD 取引によって発生する各銘柄の建玉についてマリー取引（お客様同士の注文を相

殺することをいいます。）を行ったうえで、残った建玉の金額が一定水準に達した場合には、原則、最良のカバーレー

トで自動発注を行い、カバー取引相手方とカバー取引を行います。これにより、当社が有する価格変動リスクを一定

以下に抑えています。 

（2）カバー取引相手方との間でのシステム障害への対応 

当社は、カバー取引相手方との間でシステム障害が発生した場合に備えて、複数のカバー取引相手方とシステム

接続を行うこと等により、複数のカバー取引経路を確保しています。ただし、それにもかかわらず、カバー取引が継続

できない場合にはお客様に対する価格提示を停止することがあります。 

三 証拠金 

（1）証拠金のお振込み 

お取引を始めるに当たっては、総必要証拠金以上の額を事前に預託していただく必要がございます。  

※お客様と当社との金銭授受は、すべて金融機関への振込みとさせていただきます。 

※お振込名義は、お客様ご本人と同一名義に限ります。 



※証拠金を、外貨や有価証券等により充当することはできません。 

（2）総必要証拠金 

総必要証拠金は、取引総代金の 10％となります。なお、当社は、経済情勢等の変化に伴い法令に定める範囲に

おいて証拠金額を変更する場合があります。 

（3）証拠金の追加差入れ 

お取引により預託証拠金を超える損失が発生した場合には、翌営業日の 17 時までに不足する金額を入金してい

ただく必要がありますのでご注意ください。 

（4）証拠金の出金 

出金額は出金可能額の範囲で指定できます。 

出金の予約は、翌銀行営業日の取引開始前の日次メンテナンス時間内に確定し、以降お取り消しいただけません。

ただし、翌銀行営業日が本邦祝日明けであり、かつ店頭外国為替証拠金取引（トラリピ FX）の取扱通貨ペアを構成

する通貨の発行国の祝日にあたる場合は、翌々銀行営業日の取引開始前の日次メンテナンス時間内に確定し、以

降お取消しいただけません。 

出金予約が確定すると、さらにその翌銀行営業日の日次メンテナンス時間内に預託証拠金から出金予約額を差し

引き、出金予約確定時点のお客様のお届け金融機関口座へ振込いたします。 

（5）証拠金の振替 

お客様ご本人のトラリピ FX に係る証拠金と、トラリピ CFD に係る証拠金とで、相互に振替を行うこともできます。 

（6）調整額 

ロールオーバーに伴い発生する調整額は、評価損益として有効証拠金に加算または減算されます。対象ポジショ

ンの決済により確定されますが、「調整額振替」により、ポジションを決済せずに調整額のみを確定することもできま

す。 

（7）不足金の充当 

お客様のトラリピ FX にて預託証拠金を上回る損失が発生した等の事由により不足金が発生した場合、当社はお

客様に通知することなく、お客様のトラリピ CFD に係る預託証拠金を、トラリピ FX に係る預託証拠金として振り替え

ることにより充当することができます。また、振替可能な預託証拠金が不足している場合、当社はお客様に通知する

ことなく、お客様の計算においてトラリピ CFDの建玉の反対売買を行った上で証拠金として充当することができます。 

（8）不足金の差し入れ 

お客様のトラリピ CFD にて預託証拠金を上回る損失が発生した等の事由により不足金が発生し、お客様のトラリ

ピ FXの預託証拠金の振替及びトラリピ FXの建玉の反対売買によっても不足金を充当できない場合、お客様は当該

不足金を差し入れていただく必要があります。なお、当社が指定する期日までに不足金の差し入れがなされない場

合には、年率 14.6％の割合による遅延損害金を申し受けます。 

四 ロスカットの取扱い 

（1）ロスカットとは 

当社は、お客様の有効証拠金（預託証拠金＋評価損益（建玉を決済した場合に生じることとなる損益＋未確定の

調整額損益）が必要証拠金に対し所定の割合（証拠金維持率）に達した場合、損失の拡大を防ぐため、お客様の計

算において建玉を反対売買し、決済します。 

ロスカットの維持率判定とロスカットは、トラリピ FX およびトラリピ CFD のそれぞれについて個別に判定し、執行さ

れます。 



ロスカットは執行を最優先とするため、お客様への価格提示状況の如何にかかわらず、原則として、即時にカバー

取引を行い、そのカバー取引成立レートを基に当社のスプレッド調整分を上乗せした価格を以ってロスカット執行レ

ートを決定します。そのため、当社がお客様に提示したレートとは異なったレートでロスカット執行レートが決まること

があります。相場が急変するなどして市場の流動性が著しく低くなった場合は、ロスカット執行までに相当の時間を要

する場合があります。 

（2）ロスカットルール 

ロスカットは、証拠金維持率が 100％を下回った場合、当社がお客様に通知することなく、お客様の計算において

取引時間内の銘柄の全建玉を自動的に反対売買させていただく制度です。 

【ロスカットの維持率判定】 

当社は、お客様の口座を毎営業日 １～10 秒ごとに値洗いいたします。その時点で、ロスカット水準（証拠金維

持率 100％未満）に該当した場合は、自動的に取引時間内の銘柄の未約定の注文が全て取り消され、お客様の

計算において保有する銘柄のうち取引時間内の銘柄の全建玉を対象に反対売買が発注されます。ロスカット執

行後に取引時間外等の事由によりロスカットされるべき建玉が残った場合には、取引再開後の維持率判定にて

ロスカット水準に該当すると再度ロスカットが執行されます。なお、相場動向や値洗いする対象データの量等によ

り値洗い処理または執行処理に遅延が生じる可能性があります。このため、維持率判定レートとロスカット執行レ

ートは異なります。 

（3）ロスカットに関する注意点 

①ロスカットは損失の限定を保証するものではなく相場環境によってはお預り資金以上の損失が発生する場合が

あります。 

②ロスカットは建玉毎に成行で注文されるため、成立時間や成立値が異なる場合があります。  

③ご入金いただいたご資金は口座残高への反映をもって取引証拠金として取り扱われるため、銀行等  の処理に

より間に合わずロスカットされる場合があります。 

④市場の流動性の低下等の事情により、当社がカバー取引相手方からレートの配信を停止され、その提供を受

けることができない場合、取引時間内であっても、当社はお客様にレートを提示しない場合があります。その場

合、お客様は当該銘柄に関する注文の入力・修正・取消を行うことができず、またロスカット取引の執行がなさ

れないことがあります。 

また、ロスカット取引においてはレートの提示が停止している間は維持率判定が行われず、提示再開時のレー

トを基準にロスカットの判定がされる場合があるため、相場急変時等においては、お客様が指定していたレート

と大幅に乖離したレートで取引が約定することもあります。このような場合には、発生する損失額が預託証拠金

額を上まわることもありますので、あらかじめご了承ください。 

⑤両建てであっても、それぞれの建玉を解消するのに必要な気配値で建玉に対して評価を行い、証拠金維持率

が計算されます。 

※ロスカットはリスク管理上の最終手段です。建玉保有時にはお客様ご自身で、あらかじめ逆指値注文を利用す

る等のリスク管理をお願いいたします。 

五 決済に伴う金銭の授受 

転売または買戻しに伴うお客様と当社との間の金銭の授受は、次の計算式により算出した金銭を、お客様の口座内

において授受します。 

約定価格差×取引数量 



※約定価格差とは、転売または買戻しに係る約定価格と当該転売または買戻しの対象となった新規の  買付取引ま

たは新規の売付取引に係る約定価格との差をいいます。 

六 課税上の取扱い 

個人が行った店頭 CFD 取引で発生した利益（売買による差益および調整額）は、「先物取引に係る雑所得等」として

申告分離課税の対象となり、原則として確定申告をする必要があります。税率は、所得税が  15％、復興特別所得税が

所得税額×2.1％※、地方税が 5％となります。その損益は、差金等決済をした他の先物取引の損益と通算でき、また

通算して損失となる場合は、一定の要件の下、翌年以降３年間繰り越すことができます。  

法人が行った店頭 CFD取引で発生した所得（売買による差益および調整額）は、法人税に係る所得の計算上、益金

の額に算入されます。 

※復興特別所得税は、2013 年から 2037 年まで（25 年間）の各年分の所得税の額に 2.1％を乗じた金額（利益に対

しては、0.315％）が、追加的に課税されるものです。 

金融商品取引業者は、お客様の店頭 CFD 取引について差金等決済を行った場合には、原則として、当該お客様

の住所、氏名、支払金額、個人番号等を記載した支払調書を当該金融商品取引業者の所轄税務署長に提出しま

す。 

詳しくは、税理士等の専門家にお問い合せください。 

 

２．店頭 CFD 取引（トラリピ CFD）の手続きについて 

お客様が当社と店頭 CFD 取引（トラリピ CFD）を行う際の手続きの概要は、次のとおりです。 

一 取引の開始 

（１）本説明書の交付 

はじめに、本説明書および店頭 CFD 取引に関する約款をご精読いただき、店頭 CFD 取引（トラリピ CFD）のリス

クや仕組み等について十分ご理解ください。 

（２）口座開設 

口座開設画面にて必要事項をご入力・ご確認され、お申込いただいた上で、お申込された方がご本人であること

を確認させていただくために、別途「本人確認書類」をお送りください。 

※ご入力いただいた個人情報は、口座開設手続、お取引に関する業務、情報提供およびセミナー告知等業務上

必要な範囲内で使用いたします。 

（３）審査 

ご入力いただきました情報に基づき、適合性の原則に則って口座開設の審査をいたします。 

※審査の内容、お断りの理由については開示できかねますので、あらかじめご了承ください。  

二 証拠金の差入れ 

店頭 CFD 取引の注文をするときは、当社に所定の証拠金を差し入れていただきます。また、証拠金の追加差入

れが必要なときは、これに応じていただきます。 

三 注文の指示事項 

店頭 CFD 取引の注文をするときは、次の事項を正確に指示または入力してください。 

（１）ログインＩＤ、パスワード、お名前（その他にも本人確認をさせていただく場合があります。）  

（２）お取引銘柄（日本 N225、米国 D30、米国 NQ100 等） 

（３）売り買いの別、新規または決済の別、決済の場合は決済対象建玉 



（４）注文価格、注文方法（ストリーミング注文、指値等） 

（５）お取引金額（１Lot、100Lot 等） 

（６）有効期限および応用注文等 

（７）その他お客様の指示によることとされている事項 

四 転売または買戻しによるポジションの結了 

転売または買戻しによる決済をする場合には、上記三の指示をしていただくこととなります。その際にはお客様の

意図しない両建てや決済間違い等の原因となりますので、特に上記三（３）の「売り買いの別、新規または決済の別、

決済の場合は決済対象建玉」の指示にご注意ください。 

五 両建てについて 

トラリピ CFD では同一銘柄の売りと買いの建玉を同時に保有（両建て）することが可能です。その際の証拠金は

売り建玉、買い建玉どちらか証拠金の高い方の金額となります。また、支払いの調整額と受取りの調整額の差や売

値と買値の価格差（スプレッド）を負担すること等のデメリットがあり、経済合理性を欠くおそれがありますので、ご注

意ください。 

六 手数料 

（１）取引手数料 

取引手数料は無料です。 

（２）入金手数料 

振込入金の場合：お客様負担（手数料の額は、お振込元金融機関やお振込額により異なります。）  

クイック入金の場合：無料 

（３）出金手数料 

出金手数料は無料です。ただし、出金先に指定できるのは国内の金融機関に限ります。  

七 報告書について 

（１）取引報告書兼取引残高報告書（日次/月次/四半期） 

期間（1 日/1 か月/３か月）を指定し、その期間の取引・入出金の内容、末日における建玉、証拠金等の現在高を

確認できます。 

（２）期間損益報告書 

1 日～1 年の期間を指定し、その期間に実現した損益を確認できます。 

八 電磁的方法による書面の交付 

当社からの書面の交付を電磁的方法により受けることを承諾する場合は、その旨電磁的方法による承諾をしてく

ださい。 

九 その他 

店頭 CFD 取引（トラリピ CFD）の仕組み、取引の手続き等につきましては、0120-455-512 にお尋ねください。 

 

３．取引に関わるリスク 

トラリピ CFD は、取引総代金の 10％の資金で取引を行うことができ、非常に資金効率に優れた金融商品となって

おります。言い換えると少額の資金で大きな取引を行うことができるということになります。従いまして、投下資金に

対して大きな利益を獲得できる反面、時として多額の損失を被る危険性を伴っています。下記にこれまで説明してき

ました取引に関わるリスクをまとめましたので、内容を十分にご理解の上、ご自身の取引経験や取引目的、資力と



照らし合わせ、自己の責任のもとに最適なスタイルを選択し、お取引を開始いただきますようお願いいたします。  

一 価格変動リスク 

株価指数は、世界中で起こる政治的、経済的、そして軍事的な要因をはじめ、その他様々な要因により変動しま

す。トラリピ CFD は、取引総代金に比して少額の証拠金をもとに、レバレッジを利用した取引を行うため、株価指数

の価格の変動により多額の利益が得られることもある反面、多額の損失を被ることもある危険を伴う取引です。  

当社は急激な価格変動に備え、ロスカット制度を設けております。すなわち、株価指数がお客様の建玉に対し大

きく不利な方向に変動した場合、お客様の損失の拡大を抑制するため、保有する全建玉を強制的に決済させてい

ただくことがあります。 

また、海外の株価指数の損益金については、為替レートの変動によりその円換算ベースの価値が変動します。 

二 流動性リスク 

参照原資産の流動性の状況によっては、お客様の保有する建玉を決済すること、あるいは新たに建玉を保有す

ることが困難となる可能性があります。スプレッドは銘柄により異なり、その幅は主に流動性に左右されます。一般

的には流動性が高い銘柄はスプレッドが狭く、逆に流動性が低い銘柄はスプレッドが広くなります。年末年始や国

内外の祝祭日等に市場の流動性が低くなる場合や、天変地異、戦争等による相場の急激な変動が生じた場合に

は、スプレッドが通常よりも広がることがあります。 

三 信用リスク 

トラリピ CFD は、お客様との相対取引です。したがって、経営・財務状況・政治・経済・金融情勢等の変化によっ

て当社ならびにカバー取引相手方の信用状況の悪化により、お客様が損失を被ることがあります。  

四 システムリスク 

トラリピ CFDはインターネットを利用してお取引を行う際、お客様、当社および通信接続業者等の通信機器故障、

通信回線の障害、ハードウェア、ソフトウェア等の障害によりお取引に支障が出る場合があります。また、インター

ネットを利用したお取引であっても、提示されるレートが、誤配および遅配による影響等により、実勢とは乖離したレ

ート提示となり、当該提示レートにより成立された取引であっても無効とさせていただく場合があります。また、注文

執行時の誤入力によりお客様の意図しない通貨、価格での注文執行となる事があります。更に電子取引を行う際

に使用するログイン ID・パスワード等の情報が第三者に譲渡、貸与、漏洩または窃取された場合、その情報が悪

用される事によりお客様に損失が生じる場合があります。 

五 スリッページリスク 

逆指値注文は基本価格が注文価格に達した場合、その直後に執行される注文です。また、決済トレールは基本

価格が決済価格以下になった直後（買い決済トレールは基本価格が決済価格以上になった直後）に執行される注

文です。そのため、注文価格または決済価格と成立価格にスリッページが生じ、損失がお客様の意図した金額を上

回る可能性があります。また、週初の始値が前週の終値から大きく乖離し始まることがあります。このような場合、

仮に逆指値注文や決済トレールをいれておいても、注文価格または決済価格から大きく乖離したレートで約定とな

ることがあります。 

六 税制および関連法規の変更のリスク 

トラリピ CFD に係る税制および関連法規の変更等により、お客様が従来行っている取引条件と異なる条件での

お取引となる可能性があります。 

※これらのリスクは、店頭 CFD 取引に伴う一般的なリスクであり、お取引で生ずるすべてのリスクを網羅したもので

はありません。 



※トラリピ CFD の取引を行うにあたっては、本説明書その他の書面をご精読、ご理解の上、お取引を行ってくださ

い。 

 

４．お取引にあたっての禁止事項 

一 自己の名義をもって、他人に店頭 CFD 取引口座の開設および、取引をさせてはいけません。 

二 仮名、借名、様方住所で店頭 CFD 取引口座を開設することはできません。 

 

５．店頭 CFD 取引行為に関する禁止行為 

金融商品取引業者は、金融商品取引法により、顧客を相手方とした店頭 CFD 取引、または顧客のために店頭

CFD 取引の媒介、取次ぎもしくは代理を行う行為（以下「店頭 CFD 取引行為」といいます。）に関して、次のような行

為が禁止されていますので、ご注意ください。 

（１）店頭 CFD 取引契約（顧客を相手方とし、または顧客のために店頭 CFD 取引行為を行うことを内容とする契約をい

います。以下同じです。）の締結またはその勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げる行為  

（２）顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、または確実であると誤解させるおそれのあることを告げ

て店頭 CFD 取引契約の締結を勧誘する行為 

（３）店頭 CFD 取引契約の締結の勧誘の要請をしていない顧客に対し、訪問しまたは電話をかけて、店頭 CFD 取引契

約の締結の勧誘をする行為（ただし、金融商品取引業者が継続的取引関係にある顧客（勧誘の日前１年間に、２

以上の店頭デリバティブ取引のあった者および勧誘の日に未決済の店頭デリバティブ取引の残高を有する者に限

ります。）に対する勧誘は禁止行為から除外されます。） 

（４）店頭 CFD 取引契約の締結につき、その勧誘に先立って、顧客に対し、その勧誘を受ける意思の有無を確認するこ

とをしないで勧誘をする行為 

（５）店頭 CFD 取引契約の締結につき、顧客があらかじめ当該店頭 CFD 取引契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を

引き続き受けることを希望しない旨の意思を含みます。以下同じです。) を表示したにもかかわらず、当該勧誘をす

る行為または勧誘を受けた顧客が当該店頭 CFD 取引契約を締結しない旨の意思を表示したにもかかわらず、当

該勧誘を継続する行為 

（６）店頭 CFD 取引契約の締結または解約に関し、顧客に迷惑を覚えさせるような時間に電話または訪問により勧誘

する行為 

（７）店頭 CFD 取引について、顧客に損失が生ずることになり、またはあらかじめ定めた額の利益が生じないこととなっ

た場合には自己または第三者がその全部もしくは一部を補てんし、または補足するため当該顧客または第三者に

財産上の利益を提供する旨を、当該顧客またはその指定した者に対し、申し込み、もしくは約束し、または第三者

に申し込ませ、もしくは約束させる行為 

（８）店頭 CFD 取引について、自己または第三者が顧客の損失の全部もしくは一部を補てんし、または顧客の利益に

追加するため当該顧客または第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該顧客またはその指定した者に対し、申

し込み、もしくは約束し、または第三者に申し込ませ、もしくは約束させる行為 

（９）店頭 CFD 取引について、顧客の損失の全部もしくは一部を補てんし、または顧客の利益に追加するため、当該顧

客または第三者に対し、財産上の利益を提供し、または第三者に提供させる行為 

（10）本説明書の交付に際し、本説明書の内容について、顧客の知識、経験、財産の状況および店頭 CFD 取引契約を

締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法および程度による説明をしないこと  



（11）店頭 CFD 取引契約の締結またはその勧誘に関して、重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為  

（12）店頭 CFD 取引契約につき、顧客もしくはその指定した者に対し、特別の利益の提供を約しまたは顧客もしくは第

三者に対し特別の利益を提供する行為（第三者をして特別の利益の提供を約させ、またはこれを提供させる行為

を含みます。） 

（13）店頭 CFD 取引契約の締結または解約に関し、偽計を用い、または暴行もしくは脅迫をする行為  

（14）店頭 CFD 取引契約に基づく店頭 CFD取引行為をすることその他の当該店頭 CFD 取引契約に基づく債務の全部

または一部の履行を拒否し、または不当に遅延させる行為 

（15）店頭 CFD 取引契約に基づく顧客の計算に属する金銭、有価証券その他の財産または証拠金その他の保証金を

虚偽の相場を利用することその他不正の手段により取得する行為 

（16）店頭 CFD 取引契約の締結を勧誘する目的があることを顧客にあらかじめ明示しないで当該顧客を集めて当該店

頭 CFD 取引契約の締結を勧誘する行為 

（17）あらかじめ顧客の同意を得ずに、当該顧客の計算により店頭 CFD 取引をする行為 

（18）個人である金融商品取引業者または金融商品取引業者の役員（役員が法人であるときは、その職務を行うべき

社員を含みます。）もしくは使用人が、自己の職務上の地位を利用して、顧客の店頭 CFD 取引に係る注文の動向

その他職務上知り得た特別の情報に基づいて、または専ら投機的利益の追求を目的として店頭 CFD 取引をする

行為 

（19）店頭 CFD 取引行為につき、顧客から資金総額について同意を得た上で、売買の別、銘柄、数量および価格のう

ち同意が得られないものについては、一定の事実が発生した場合に電子計算機による処理その他のあらかじめ定

められた方式に従った処理により決定され、金融商品取引業者がこれらに従って、取引を執行することを内容とす

る契約を締結する場合において、当該契約を書面により締結しないこと（電子情報処理組織を使用する方法その

他の情報通信の技術を利用する方法により締結する場合を除きます。） 

（20）店頭 CFD 取引行為につき、顧客に対し、当該顧客が行う店頭 CFD 取引の売付または買付と対当する取引（これ

らの取引から生じ得る損失を減少させる取引をいいます。）の勧誘その他これに類似する行為をすること  

（21）店頭 CFD 取引につき、顧客の実預託額が約定時必要預託額に不足する場合に、取引成立後直ちに当該顧客に

その不足額を預託させることなく当該取引を継続すること 

（22）店頭 CFD 取引につき、営業日ごとの一定の時刻における実預託額が維持必要預託額に不足する場合に、速や

かに顧客にその不足額を預託させることなく取引を継続すること 

（23）顧客にとって不利なスリッページが発生する場合（注文時の価格より約定価格の方が顧客にとって不利な場合）

には、顧客にとって不利な価格で取引を成立させる一方、顧客にとって有利なスリッページが発生する場合（注文

時の価格より約定価格の方が顧客にとって有利な場合）にも、顧客にとって不利な価格で取引を成立させること  

（24）顧客にとって不利な価格で取引を成立させるスリッページの範囲を、顧客にとって有利な価格で取引を成立させ

るスリッページの範囲よりも広く設定すること（顧客がスリッページを指定できる場合に、顧客にとって不利な価格で

取引を成立させるスリッページの範囲が、顧客にとって有利な価格で取引を成立させるスリッページの範囲よりも

広くなるよう設定しておくことを含みます。） 

（25）顧客にとって不利なスリッページが発生する場合に成立させる取引額の上限を、顧客にとって有利なスリッページ

が発生する場合に成立させる取引額の上限よりも大きく設定すること 

 

６．取引要綱 



銘柄（参照原資産/取引所） 

5 銘柄 

日本 N225（日経 225 先物/CME） 

米国 D30（NY ダウ先物/CME） 

米国 NQ100（NASDAQ100 先物/CME） 

米国 SP500（S&P500 先物/CME） 

英国 F100（FTSE100 先物/ICE） 

証拠金率（レバレッジ） 10%以上（最大 10 倍） 

売買単位(Lot) 

日本 N225 1 倍 

米国 D30 
0.01 倍 

米国 NQ100 

米国 SP500 0.1 倍 

英国 F100 0.01 倍 

1 回当たりの取引上限金額 2,000Lot 

取引手数料 無料 

価格調整額 発生しません 

金利調整額 発生します 

権利調整額 発生します 

 

７．店頭 CFD 取引（トラリピ CFD）に関する主要な用語 

■相対取引（あいたいとりひき）・・・・・・売り手と買い手が 1 対 1 で取引すること。トラリピ CFD（店頭 CFD 取引）は当

社とお客様の相対取引です。 

■価格調整額（かかくちょうせいがく）・・・・・原資産となっている先物の限月交代によって CFD の建玉に発生する評価

損益を調整する為のものです。 

■カバー取引（かばーとりひき）・・・・・金融商品取引業者が顧客を相手方として行う取引の価格変動リスクの減少を目

的として、取引対象商品、売買の別等が同じ取引を他の金融機関を相手方として行う取引をいいます。  

■金利調整額（きんりちょうせいがく）・・・・・取引時間終了時点で建玉を保有していた場合に発生します。トラリピ CFD

では「金利調整額」と「権利調整額」の合計額を「調整額」として表しております。調整額はカバー先金融機関より提供

された金額を基に当社が決定いたします。 

■限月（げんげつ）・・・・・先物取引やオプション取引において期限が満了（取引期限）となる月のことです。取引できる

限月のうち、最も近い限月のことを「期近」、その先の限月を「期先」といいます。取引の期限が違っている複数の限

月が、それぞれで違う価格で取引されています。 

■原資産（げんしさん）・・・・・デリバティブ取引の対象となる資産のこと  

■原資産市場（げんしさんしじょう）・・・・・原資産が取引されている取引所市場  

■権利調整額（けんりちょうせいがく）・・・・・株価指数を原資産とする CFD 取引は、配当金・分配金の権利確定日の取

引時間終了時点で建玉を保有していた場合に権利調整額が発生します。トラリピ CFD では「金利調整額」と「権利調

整額」の合計額を「調整額」として表しております。調整額はカバー先金融機関より提供された金額を基に当社が決

定します。 

■裁判外紛争解決制度（さいばんがいふんそうかいけつせいど）・・・・・・訴訟手続きによらず、民事上の紛争を解決し

ようとする紛争の当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続き。ＡＤＲともいいます。  

■差金決済（さきんけっさい）・・・・・・実際に現物の受渡しを行わず、売買の差額のみを受払すること。  

■参照原資産（さんしょうげんしさん）・・・・・当社が参照している店頭デリバティブ取引の対象となる資産のこと  



■証拠金維持率（しょうこきんいじりつ）・・・有効証拠金÷必要証拠金×100 で算出。この数値が大きいほど口座内の

余力があることを表します。 

■証拠金率（しょうこきんりつ）・・・・・・証拠金を設定するときの掛け率。 

■スプレッド・・・・提示される売値と買値の価格差のこと。 

■スリッページ・・・・指定したレートと実際に成立したレートとの差のこと。相場の急落・急騰等、相場状況により、この

スリッページが大きくなる場合もあります。 

■成立価格（せいりつかかく）・・・・・・売買が成立したときの市場の取引価格。スリッページが発生した際には、注文価

格にスリッページを加減した価格。 

■総必要証拠金（そうひつようしょうこきん）・・・・必要証拠金と発注証拠金を足したもの。 

■建玉（たてぎょく）・・・・・信用取引や CFD 取引など各種取引における、反対売買されず未決済で残っている契約総

数のこと。買付けのうち、決済が結了していないものを買建玉といい、売付けのうち、決済が結了していないものを売

建玉といいます。 

■注文価格（ちゅうもんかかく）・・・・・・ストリーミング注文での市場の取引価格（成立価格）。指値注文では指値価格。  

■2WAY プライス・・売値と買値を同時に提示するレートの提示方法。 

■デリバティブ取引（でりばてぃぶとりひき）・・・・・通貨、株式、債券などの原資産から派生した商品の取引の総称。先

物取引およびオプション取引を含みます。 

■店頭デリバティブ取引（てんとうでりばてぃぶとりひき）・・・・・取引所金融商品市場及び外国金融商品市場によらず

に行われるデリバティブ取引をいいます。 

■取引総代金（とりひきそうだいきん）・・・・・CFD 銘柄の対価を金額で表したポジションの価額。 

例：日本 N225 を 30,000 円で 100Lot 買付けた場合の取引総代金は 300 万円となります。  

■夏時間（米国）（なつじかん べいこく）・・・3 月第 2 日曜日から 11 月第 1 日曜日の前日まで。前記以外の日は冬時

間。 

■発注証拠金（はっちゅうしょうこきん）・・新規の指値・逆指値注文が成立したと仮定した場合に必要とされる証拠金。

注文価格×取引数量×証拠金率で算出。 

■必要証拠金（ひつようしょうこきん）・・新規の注文を成立させ、そのポジションを保有するのに必要とされる証拠金。

時価×取引数量×証拠金率で算出。  

■評価替え（ひょうかがえ）・・・・・・ポジションを、ある時点のレートで評価し、含み益や含み損を算出すること。  

■評価損益（ひょうかそんえき）・・・ポジション評価損益に確定前の調整額損益を加減した金額。  

■ポジション・・・・・新規注文が成立した後、未決済のまま保有している当該取引の持ち高。  

■ポジション評価損益（ぽじしょんひょうかそんえき）・・・ある時点のレートと、持っているポジションの取得価格との差

額で算出される差損益額。  

■発注可能額（はっちゅうかのうがく）・・・・・・有効証拠金のうち、取引に使っていない余剰の部分。有効証拠金－総必

要証拠金で算出。 

■有効証拠金（ゆうこうしょうこきん）・・・・・・預託証拠金＋評価損益（ポジションを決済した場合に生じることとなる損益

＋未確定の調整額損益）。  

■預託証拠金（よたくしょうこきん）・・・・・・お客様が当社にお振込みいただいている金額に実現損益を加減したもの。  

■両建て（りょうだて）・・・・・同一の商品の売建玉と買建玉を同時に持つこと。  

■レバレッジ（ればれっじ）・・・・・自己資金の何倍もの取引を行えること。元本以上の取引となるため、多額の利益が



得られることもある反面、多額の損失を被る危険を伴います。 

■ロスカット・・・証拠金維持率が当社所定の割合を下回った場合、当社がお客様に通知することなく、お客様の計算に

おいて全ポジションを自動的に反対売買させていただく制度。 

 

８．会社概要 

会社名  株式会社 マネースクエア 

英語社名  MONEY SQUARE, INC. 

登録番号  関東財務局長（金商）第 2797 号 

加入協会  日本証券業協会  一般社団法人金融先物取引業協会 

本社所在地  東京都港区赤坂 9-7-1 ミッドタウン・タワー40F 

代表取締役会長兼社長 相葉 斉 

設立年月日  2014 年 5 月 20 日 

資本金  17 億円（2024 年 3 月 31 日現在） 

事業内容  店頭外国為替証拠金取引 

 店頭 CFD 取引 

 資産運用に関する情報提供及びコンサルティング 

  

商品・口座開設等に関するお問い合わせはカスタマーデスク（0120-455-512）まで。 

 

苦情処理・紛争解決について、金融商品取引業者および顧客が利用可能な指定紛争解決機関は、次のとおりです。  

特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター（ＦＩＮＭＡＣ） 

電話番号：0120-64-5005（フリーダイヤル） 

ＵＲＬ：http://www.finmac.or.jp/ 

東京事務所：〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町 2-1-1 第二証券会館 

大阪事務所：〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜 1-5-5 大阪平和ビル 

以上 

2024 年 ５月 25 日 

2025 年 ３月 15 日から改訂施行する。 


